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 見直しの機運到来か
　高市内閣では，衆院選での圧勝
を受けて，裁量労働制の見直しへ
の積極姿勢が見られるようになり
ました。折しも，厚生労働省では
2024年 7月から，労働政策審議
会内の労働条件分科会で労働基準
法の見直しの議論を始めていま
す。筆者も職業柄，この分科会の
動向には注意を払っていますが，
昨年公表された中間報告書では，
裁量労働の見直しについては，さ
ほど議論はなされていなかったよ
うに感じています。
　高市内閣が言い出した裁量労働
制の見直しは，厚生労働省内では
想定外の動きであり，今大慌てで
裁量労働制の見直しに着手してい
るのかもしれません。高市内閣の
見直しの方向性は，働きたい人に
はもっと働いてほしいという規制
緩和であるように思います。これ
も想定外だったかもしれません。
　一方で経団連では，昨年11月
の時点ですでに，“裁量労働制の
拡充は喫緊の最重要課題”と位置
づけ，“働き手の希望に応え，エ

ンゲージメント向上につなげるに
は，「労働時間をベースとしない
処遇（仕事・役割・貢献度を基軸
とする処遇）」との組み合わせが
可能な労働時間法制，労働時間法
制の原則の複線化が必要”である
との声明を発表しています。高市
内閣の発言と同じ方向性ですね。

ずさんなデータでつまずく
　さて，裁量労働制が今後どうな
るかを考える際に，これまでの裁
量労働制の見直しの経緯を振り返
ってみようと思います。一般に，
見直し作業は，現状をベースに行
われますが，その際，直近の過去
のいろいろな見直し時の事情に影
響を受けることが珍しくありませ
ん。特に裁量労働制は，直近では，
筆者には疑問符がつく奇妙な事象
が起きています。これらを整理す
ることは，今後の裁量労働制見直
しの新たな方向性が将来を見据え
た正しいものとなるためには必要
であるように思います。
　2018年，故安倍首相時代の“働
き方改革国会”で，裁量労働の拡

大を含む労働基準法改正法案が上
程されました。当時の与野党の勢
力図からは，野党側の抵抗から若
干の付帯決議があったとしても，
ほぼ間違いなく成立するものと予
想されました。ところが突然，安
倍首相の一声で，改正労基法案か
ら裁量労働制に関する事項がすべ
て削除されることになりました。
原因は野党からの裁量労働制への
質問に対する首相答弁でした。
　安倍首相は，裁量労働適用者の
過重労働のリスクを懸念する野党
側の質問に対して，「データによ
れば裁量労働者のほうが非裁量労
働者に比べると労働時間が短いと
いう実態」との答弁。利用された
データはまた，実労働時間を集計
した非裁量労働者の労働時間数
と，実労働時間ではない“みなし
労働時間”を集計した裁量労働適
用者の労働時間を単純に比較した
結果から導かれたものでした。資
料は厚生労働省事務方の作成です
が，他にも裁量労働者の 1日が
24時間を超えるような結果もあ
り，ずさんなものでした。明らか
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な厚生労働省事務方のケアレスミ
スです。首相が激怒し，裁量労働
の拡大は葬られました。

労働条件分科会の審議状況
　さて，法律は一般に，制定後の
実態調査を経て 5年程度の期間ご
とに次の改定の必要性が検討され
ますが，裁量の拡大議論は以後，
活発には行われませんでした。厚
生労働省のケアレスミスがトラウ
マにでもなったのでしょうか？
　簡単にこれまでの労働条件分科
会の審議経緯を見てみましょう。
まず目についたのは，2022年（前
回の法改正成立から 4年経過後）
9月の労働条件分科会での議論で
す。裁量労働制の適用対象の拡大
に意欲を見せる経営者側委員が，
課題解決型開発提案業務とPDCA
サイクルを回す業務への裁量労働
の適用を拡大したいという意見を
述べています。これに対して，「現
行制度との関係でいうと，専門業
務型裁量労働制の対象業務との関
係で，（中略）新商品・新技術の
研究開発とあるいはシステムエン
ジニア，システムの分析・設計の
業務とシステムコンサルタントの
業務にまたがるような業務という
形で整理できる可能性があるので
はないか」という見解が提示され
て終了しています。
　法改正ではなく，既存法の解釈
の変更，それも拡大解釈という現

場対応案が示されました。

 緩和や適用拡大に動くか
　その後，労働条件分科会での議
論では，2024年 4月に専門業務
型裁量労働が19の適用業務から
20に拡大されたものがあります。
新たに，「銀行又は証券会社にお
けるM&A業務」が加わりました。
ただし“銀行又は証券会社”と限
定されています。お馴染みの非金
融系事業会社のM&A業務は裁量
労働の対象から外れました。
　M&A事業会社の労働時間を調査
したことがあります。多くのスタ
ッフへのヒアリング結果からは業務
の遂行手段や時間配分を労働者の
大幅な裁量に委ねられていると判
断しました。しかし，彼らはこの法
改正の対象とはなりませんでした。
　なぜ，対象を銀行・証券会社に
限定したのでしょうか？　どうい
う理由で非金融系の一般のM&A
事業会社が対象から外されたの
か，理解できませんでした。筆者
には労働条件分科会の議事録は最
初から“銀行・証券会社のみ”あ
りきで議論が進められたような印
象すら抱いています。
　もっとも，筆者の一方の本音で
すが，当時，いくつかの非金融機
関であるM&A専門の事業会社の
実労働時間を中心とする働き方を
調査しましたが，正確なデータま
では入手できなかったものの，そ

こには働きすぎ，過重労働のリス
クの懸念を持ちました。これを考
えれば，銀行・証券会社という制
限を付すことの妥当性も頷けなく
もありません。「学生の頃から
M&Aには関心がありましたが，
労働時間の制限が厳しく働きたく
とも働けない銀行でのM&A業務
は最初から志望しませんでした」
というギラギラした若手M&Aマ
ンが何人もいました。彼らは銀行
や証券会社の内定を断ってこの
M&A業界に入ってきました。
　さて，そのような直近の経緯を
経て，これから高市内閣の主導で
裁量労働制の緩和，適用対象の拡
大に向かって動くのでしょうか？　
3月，内閣肝いりの日本成長戦略
会議の下に厚生労働大臣を会長と
する労働市場改革分科会が誕生。
労働生産性の向上，労働移動の円
滑化，労働参加の確保の 3点を柱
に討議， 5月頃に分科会の議論が
取りまとめられる予定です。
　高市首相は「心身の健康維持と
従業者の選択を前提として，柔軟
で多様な働き方を実現することが
重要」とし，「労働時間規制の運用・
制度の両面から，検討を加速」と
の姿勢を示しました。今の通常国
会には裁量労働を含む労働市場改
革関連の法改正は時間的にも間に
合わないでしょう。臨時国会ある
いは次の通常国会がどうなるか，
楽しみです。
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